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こどもの
食支援マップ

地域で支えるこどもの安心
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こどもの食支援を進め
る中で生じる困りごとに
対してサポートをする事
業があります。このマッ
プから該当する困りごと
を確認いただき、「活用
できる可能性のある事
業」をご確認ください。

●
「
活
用
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
事
業
」
の
番
号
の
内
容
は
次
頁
以
降
の
表
に
示
し
て
い
ま
す
。

こどもたちの食支援を
はじめたい！

START!

こどもたちが
安心して食事ができる

環境づくり

なにから始めればいいんだろう？

相談やニーズの確認に活用できる
可能性のある事業

準
備
段
階

運
営
段
階

事業番号 ①④⑤⑥⑦

活動する場所はどうしよう？

活動場所の賃貸補助や空き家の
リフォームに活用できる可能性のある事業

事業番号 ①②③④⑥⑦

設備を揃えるのにお金がかかる…

冷蔵庫等の設備の補助に使える
可能性のある事業

事業番号①②③④
⑤⑥⑦

スタッフの確保はどうしよう？

スタッフやボランティアを募集するための
補助に使える可能性のある事業

多くの人に利用してほしい！

広報のチラシなどの準備に
活用できる可能性のある事業

物価高騰で食材費が増え続けている…

食材費の補助や食材提供に
活用できる可能性のある事業

水光熱費の支払いが心配だ…

水光熱費の補助に活用できる
可能性のある事業

事業番号 ①②③④⑤

ガソリン代の出費の負担が大きい…

活動場所への送迎や食材運搬のための
燃料補助に使える可能性のある事業

活動中にトラブルがあったらどうしよう？

こどものケガや食中毒の際の保険に
活用できる可能性のある事業

他の団体はどんな活動をしているだろう？

地域のネットワーク構築や勉強会・研修に
活用できる可能性のある事業

事業番号 ①②③④⑥⑦

困っているこどもの対応はどうしよう？

生活で困りごとに直面するこどもの
対応に活用できる可能性のある事業

事業番号 ①②⑤

GOAL!
事業番号 ①②③④

⑤⑥⑦
事業番号 ①②③④

⑤⑥⑦

事業番号 ①②③⑤
⑥⑦⑧

事業番号 ①②③④
⑤⑥⑦

事業番号 ①②③④
⑤⑥⑦
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事業番号 ① ② ③
事業名 地域こどもの生活支援強化事業 ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 児童育成支援拠点事業
担当課 こども家庭庁支援局家庭福祉課 こども家庭庁支援局家庭福祉課 こども家庭庁成育局成育環境課

事業の趣旨

多様かつ複合的な困難に直面するこどもたちに対し、
既存の福祉・教育施設に加え、地域にある様々な場所
の活⽤を促して、安⼼安全で気軽に⽴ち寄ることができ
る⾷事等の提供場所を設けることにより、⽀援が必要
なこどもを早期に発⾒し、⾏政等の適切な⽀援機関に
つなげる仕組みをつくる

困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこど
も等を対象に、食事や食品・食材、学用品、生活必需
品の提供を行うこども食堂やこども宅食、フードパント
リー等を実施する事業者に対して、広域的に運営支援等
の支援を行う民間団体の取組を支援することにより、こ
どもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行う

養育環境に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない
児童等に対して、居場所となる場を提供し、児童の状
況に応じた包括的な支援を実施する
※補助対象となる活動は、児童育成支援拠点事業に準
じる取組の一部であり、当該活動自体を主目的として
実施するものではない

補助対象 自治体 民間団体 自治体

申請者
自治体 ○ ○

中間支援法人 ○
運営団体

補助対象に
なる可能性
のある活動

こども食堂、地域食堂 ○ ○
宅食、フードドライブ ○ ○

フードパントリー ○ ○
居場所 ○ 〇 ※児童育成支援拠点事業に準じる場合

活用できる事業段階 立上げ段階、運営段階 運営段階 運営段階

補助率

 補助率  国：2/3 又は 1/2、都道府県・市町村：1/3
又は 1/2  補助基準額  各事業により異なる 
 要件  食事の提供、居場所づくり等を通じて、支援が
必要なこどもを発見した場合に適切な支援につなぐ体
制を取ること

 補助率  国 10/10 
 補助基準額  １中間支援法人当たり：169,000 千円
 要件  別途参照

 補助率  国・都道府県・市町村 1/3
 補助基準額  開所日数によって異なる（交付要綱参考）
基本分　1 事業所当たり　17,308 千円　※週 5 開所
の場合

なにから始めればいいんだろう？①
相談窓口設置・アドバイザー派遣 ○

なにから始めればいいんだろう？②
ニーズ把握等の調査費用

活動する場所はどうしよう？①
賃貸補助 ○ ○ ○

活動する場所はどうしよう？②
空き家等のリフォーム費 ○ ○

設備を揃えるのにお金がかかる
冷蔵庫等の設備購入補助 ○ ○ ○

スタッフの確保はどうしよう？
スタッフやボランティアの費用の補助 ○ ○ ○

多くの人に利用してほしい
広報に関する補助 ○ ○ ○

食材費が増え続けている
食材提供・食材費の補助 ○ ○ ○
水光熱費の支払いが心配だ

水光熱費の補助 ○ ○ ○
ガソリン代の出費の負担が大きい

燃料費の補助 ○ ○ ○
活動中にトラブルがあったらどうしよう？

ケガや食中毒の保険補助 ○ ○ ○
他の団体はどんな活動をしているだろう？

ネットワーク構築（研修等を含む）費用 ○ ○ ○
困っているこどもの対応はどうしよう？

アウトリーチの実施 ○ ○

活用できる可能性のある事業（１／３）

想
定
さ
れ
る
困
り
ご
と
・
活
用
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
補
助
等

準
備
段
階

運
営
段
階
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事業番号 ④ ⑤ ⑥
事業名 子どもの学習・生活支援事業 支援対象児童等見守り強化事業 食品アクセス確保緊急支援事業
担当課 厚生労働省社会・援護局　地域福祉課生活困窮者自立支援室 こども家庭庁支援局虐待防止対策課 農林水産省　消費・安全局　消費者行政・食育課

事業の趣旨
貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯を含む
生活困窮世帯の子ども及び保護者を対象として、学習
支援、生活習慣・育成環境の改善、進路選択等に関す
る支援等を行う

①市町村から民間団体等への委託等により、家庭訪問
によるこども等の状況把握、食事の提供、生活習慣習
得の支援などを実施
②実施する団体を支援する中間支援法人への都道府県
からの委託等により実施することも可能

円滑な食品アクセスの確保に向けて、地域における
食品アクセスの担い手となるフードバンクやこども食
堂等に対し、その立上げや機能強化に向けた取組を
支援

補助対象 自治体 自治体 民間団体

申請者
自治体 ○ ○

中間支援法人 ○
運営団体 ○

補助対象に
なる可能性
のある活動

こども食堂、地域食堂 ○
宅食、フードドライブ ○ ○

フードパントリー ○
居場所 学習支援、生活習慣・育成環境の改善、進路選択等に関する支援等

活用できる事業段階 立上げ段階、運営段階 運営段階 立上げ段階、運営段階

補助率

 補助率  国 1/2、自治体 1/2
 補助基準額  自治体の人口規模に応じた基準額 + 各
種加算
 要件  「子どもの学習・生活支援事業実施要領」に基
づく事業であること

①こども宅食（状況把握、食事提供、生活習慣習得支援）
 補助率  国 2/3、市町村 1/3　
②こども宅食への支援（中間支援法人によるもの）
 補助率  国 2/3、都道府県 1/3

①フードバンク等の立上げ支援  補助率  定額、上
限額：100 万円  要件  別途参照
②フードバンクの機能強化支援  補助率  定額、上
限額：2,000 万円～ 2,500 万円  要件  別途参照

なにから始めればいいんだろう？①
相談窓口設置・アドバイザー派遣

なにから始めればいいんだろう？②
ニーズ把握等の調査費用 ○ ○ ○

活動する場所はどうしよう？①
賃貸補助 ○ ○

活動する場所はどうしよう？②
空き家等のリフォーム費

設備を揃えるのにお金がかかる
冷蔵庫等の設備購入補助 ○ ○ ○

スタッフの確保はどうしよう？
スタッフやボランティアの費用の補助 ○ ○ ○

多くの人に利用してほしい
広報に関する補助 ○ ○ ○

食材費が増え続けている
食材提供・食材費の補助 ○ ○
水光熱費の支払いが心配だ

水光熱費の補助 ○ ○
ガソリン代の出費の負担が大きい

燃料費の補助 ○ ○ ○
活動中にトラブルがあったらどうしよう？

ケガや食中毒の保険補助 ○ ○ ○
他の団体はどんな活動をしているだろう？

ネットワーク構築（研修等を含む）費用 ○ ○
困っているこどもの対応はどうしよう？

アウトリーチの実施
〇 ※都道府県・市町村補助は支援対象が異なる

活用できる可能性のある事業（２／３）

想
定
さ
れ
る
困
り
ご
と
・
活
用
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
補
助
等

準
備
段
階

運
営
段
階

6 7



事業番号 ⑦ ⑧
事業名 食品アクセス確保対策事業 政府備蓄米の無償交付（こども食堂等向け）
担当課 農林水産省　消費・安全局　消費者行政・食育課 農林水産省　農産局穀物課米麦流通加工対策室

事業の趣旨
円滑な食品アクセスの確保に向けて、地域における食
品アクセスの担い手となるフードバンクによる食品提
供の質・量の充実に向けた機能の強化を図る

学校給食におけるごはん食の拡大を支援するための
政府備蓄米の無償交付制度の枠組みの下、こども食
堂やこども宅食においても食育の一環としてごはん食
の推進を支援

補助対象 民間団体 民間団体

申請者
自治体

中間支援法人 ○ ○
運営団体 ○ ○

補助対象に
なる可能性
のある活動

こども食堂、地域食堂 ○
宅食、フードドライブ ○ ○

フードパントリー ○ ○
居場所

活用できる事業段階 運営段階 運営段階

補助率

 補助率  定額　 補助上限額  250 万円 
※補助上限額は、本事業の実施年度を通じた合計額

（複数回の事業を実施する場合も合計の補助上限額
は 250 万円）   要件  別途参照

 支援上限  ①こども食堂・こども宅食：団体ごとに
一申請当たり 600kg（年度内に合計５回の申請が
可能） ②フードバンク：申請団体ごとに、当該団体
における前年度の食品取扱実績の 1/5 以内（50 ト
ンを上限）  要件  別途参照

なにから始めればいいんだろう？①
相談窓口設置・アドバイザー派遣

なにから始めればいいんだろう？②
ニーズ把握等の調査費用 ○

活動する場所はどうしよう？①
賃貸補助 ○

活動する場所はどうしよう？②
空き家等のリフォーム費

設備を揃えるのにお金がかかる
冷蔵庫等の設備購入補助 ○

スタッフの確保はどうしよう？
スタッフやボランティアの費用の補助 ○

多くの人に利用してほしい
広報に関する補助 ○

食材費が増え続けている
食材提供・食材費の補助 ○ ○
水光熱費の支払いが心配だ

水光熱費の補助
ガソリン代の出費の負担が大きい

燃料費の補助 ○
活動中にトラブルがあったらどうしよう？

ケガや食中毒の保険補助 ○
他の団体はどんな活動をしているだろう？

ネットワーク構築（研修等を含む）費用 ○
困っているこどもの対応はどうしよう？

アウトリーチの実施

活用できる可能性のある事業（３／３）

想
定
さ
れ
る
困
り
ご
と
・
活
用
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
補
助
等

準
備
段
階

運
営
段
階

その他にこどもの食支援に
関する事業を実施されてい
ましたら次のページに記入
してください
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事業番号
事業名
担当課

事業の趣旨

補助対象

申請者
自治体

中間支援法人
運営団体

補助対象に
なる可能性
のある活動

こども食堂、地域食堂
宅食、フードドライブ

フードパントリー
居場所

活用できる事業段階

補助率

なにから始めればいいんだろう？①
相談窓口設置・アドバイザー派遣

なにから始めればいいんだろう？②
ニーズ把握等の調査費用

活動する場所はどうしよう？①
賃貸補助

活動する場所はどうしよう？②
空き家等のリフォーム費

設備を揃えるのにお金がかかる
冷蔵庫等の設備購入補助

スタッフの確保はどうしよう？
スタッフやボランティアの費用の補助

多くの人に利用してほしい
広報に関する補助

食材費が増え続けている
食材提供・食材費の補助
水光熱費の支払いが心配だ

水光熱費の補助
ガソリン代の出費の負担が大きい

燃料費の補助
活動中にトラブルがあったらどうしよう？

ケガや食中毒の保険補助
他の団体はどんな活動をしているだろう？

ネットワーク構築（研修等を含む）費用
困っているこどもの対応はどうしよう？

アウトリーチの実施

活用できる可能性のある事業（その他）

想
定
さ
れ
る
困
り
ご
と
・
活
用
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
補
助
等

準
備
段
階

運
営
段
階
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都道府県（後方支援または直接支援）

0 80 160 240 320
（件）

n=467, 複数回答

地域内の関係機関・団体
との連携やネットワークが
強化された
行政との関係性が構築・
強化された
こどもや保護者へ栄養の
ある食事を提供できるよう
になった
こどもや保護者が相談で
きる仕組みが整備された

その他

特に感じられる効果はない

303

268

259

169

56

16

0 60 120 180 220
（件）

n=467, 複数回答

支援が必要なこどもの状
況把握のための勉強会・
研修

自治体職員やコーディネー
ター等の巡回

支援が必要なこどもの状
況把握のためのヒアリング

その他

特に希望する支援はない

212

182

156

42

75

0 40 80 120（件）
n=254 , 複数回答 , 地域
こどもの生活強化支援事
業実施自治体のみ回答

民間団体への支援不足
こどもの貧困、孤立、
生活困難
関係機関からの要望
先行事例を参考に
必要性を認識
その他

121

97

68

65

41

0 40 80 120
（件）

n=254 , 複数回答 , 地域
こどもの生活強化支援事
業実施自治体のみ回答

民間の運営団体の
立ち上げ・支援
ネットワークの強化
こどもや保護者が
相談できる仕組みの整備
栄養のある食事の提供

その他

179

103

99

96

37

	⁃ 地域こどもの生活支援強化事業を活用した目的

•	 居場所づくり

その他の主な回答 160 200
0 40 80 120 160

（件）

令和７年度 n=166, 複数回答 ,
間接補助で事業を実施した自治体のみ回答

こども等の食事の支援

こども等の居場所の支援

様々な機会・体験の提供

こども等に必要な物品の提供

長期休暇対応支援強化事業

153

90

86

24

19

18

30

8

3

8

2

こども等の居場所等の立上
げの支援
こども等の居場所等の事業
を継続するための備品購入
等の支援
窓口の設置やコーディネー
ターの配置

地域のこども等の支援ニーズ
を把握するための研修

地域でこども等を支援する
ための仕組みづくり

その他

福祉・教育施設、地域における様々な場所

•	 �立ち上げ支援、支援ニーズを把握するための研修
•	 �地域人材（ボランティア、民生・児童委員等）の

活用

発見 連携

市区町村
要保護児童対策地域協議会

食事の提供 体験の提供

こども用品の提供

こども
家庭センター

学校・
教育委員会

市役所・区役所・町役場・村役場

事業スキーム
夏休み前 夏休み期間

※例外的に夏休み期間中の申込を受け付けることもある

昼食提供を利用したい保護者は、原
則夏休み期間前に、利用希望日を申
請し、負担額を事前に支払い。（※）

昼食がクラブに配送され、クラブ職
員から手渡しする

支援が必要なこども

保護者
申請

負担額の
支払

申請分
弁当の発注

地域こどもの生活支援強化事業について地域こどもの生活支援強化事業について
	⁃ 地域こどもの生活支援強化事業は、地域全体でこどもたちを支えていく仕組みをつくる事業です。

	⁃ �具体的には、既存の福祉施設や学校に加え、地域の身近な場所を活用し、食事等の提供場所を設ける
ことを通じて支援が必要なこどもを早期に見つけ、行政等の適切な支援機関につなぐ仕組みをつくります。

地域こどもの生活支援強化事業を活用した地域こどもの生活支援強化事業を活用した
こども食堂等の運営団体や自治体のアンケートの結果こども食堂等の運営団体や自治体のアンケートの結果

	⁃ 地域と行政が連携しながら、こどもたちの見守り体制を強化していきます。

放課後児童健全育成事業における地域こどもの生活支援強化事業の活用事例（山梨県・富士吉田市）

	⁃ �令和６年度から、市内すべての放課後児童クラブを対象に、夏休み期間中に実施されています。公営
のクラブは、市内の弁当業者と委託契約を結び、お弁当がクラブへ配達されます。民営のクラブは保
育園を運営しているところであり、保育園の厨房で昼食を作り提供しています。

	⁃ 保護者にとって、昼食準備の負担が減ったこと、こどもとの時間が増えたことなどの効果が出ています。

「支援が必要な様子のこど
もの早期発見・早期支援」
に当たっては、市がクラブ
の先生方と都度、情報共
有・連絡調整し、適宜保
護者と面談したり、こども
を行政等の適切な支援に
つないでいます。 

	⁃ 地域こどもの生活支援強化事業による効果 	⁃ 団体が自治体に対して希望する支援

自治体アンケートの結果

	⁃ 自治体が事業を活用し運営団体を支援した内容

運営団体アンケートの結果

•	 こどもに居場所を提供できるようになった
•	 地域住民やこどもとの関係が深まった
•	 課題に直面する家庭の早期発見につながった　等

その他の主な回答

•	 自治体職員による視察
•	 運営団体同士の交流会の実施
•	 専門職による助言を受けられる機会の提供　等

その他の主な回答

	⁃ 地域こどもの生活支援強化事業を活用した背景

•	 �他事業の補助が切れていたため

その他の主な回答
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地域こどもの生活支援強化事業の活用事例地域こどもの生活支援強化事業の活用事例
	⁃ �地域こどもの生活支援強化事業を活用し、自治体とこども食堂や居場所づくりの運営団体が連携しな
がら取組を進めている好事例を紹介します。

香川県丸亀市 
丸亀市×NPO法人さぬきっずコムシアターの事例（さぬきっずコムシアターは居場所の提供や食支援を実施）

石川県七尾市 
七尾市×NPO法人第三の居場所ひなたぼっこの事例

（第三の居場所ひなたぼっこは居場所の提供や食支援、フリースクールを実施）

	⁃ 丸亀市の取組

	⁃ NPO法人さぬきっずコムシアターの取組

経緯・背景 •	�社会福祉協議会（以下、社協という）は、物品の効率的分配や市内の運営団体間連携の強化を目的に、
令和 4 年度、市の委託を受けて「丸亀市こども食堂・居場所づくりネットワーク事業」を開始した。

•	�市と社協が共にこども食堂の理解促進と周知を図り、新たな団体が活動しやすい体制を整えた。

事業内容 •	�社協が事務局として運営する「丸亀市こども食堂・居場所づくりネットワーク」では食料・物品の分配、
寄附の受付、年 2 回のネットワーク会議を行っている。会議には市・社協・運営団体に加え他市町
村のオブザーバーも参加する。

•	�市と社協の定例会議は年 1 ～ 2 回だが、社協から市への相談は週 1 回程度あり、相談内容は団体の
活動休止や集客、開催場所・施設利用、近隣からの意見対応など多岐にわたる。

経緯・背景 •	�昭和 58 年の発足以来、地域福祉の取組を行ってきた。令和 4 年度に「育児をする保護者同士のつ
ながり」を重視する方針のもと事業化し、活動規模が拡大した。

•	理事長の強い信念とリーダーシップが活動推進の原動力となっている。
•	�市内で子育てに関わる関係団体がイベントを実施する「まるがめ子育てフェスタ」の事務局を担う

中で、社協や関係団体と顔の見える関係性を構築することができた。

事業内容 •	�フードパントリー配布会では、配布時に 10 分間の相談を必須としており、こどもの状況に加え、母
親の健康・経済状況・人間関係等の困りごとについて確認している。配布会は月 1 回、平日 16 時
30 分から 20 時まで、2 箇所で実施しており、予約は常に満員となっている。

•	社協とは物資提供や資材準備について日常的に連絡・相談している。

	⁃ 七尾市の取組

	⁃ NPO法人第三の居場所ひなたぼっこの取組

経緯・背景 •	�不登校や家庭での関わりが十分でないこどもが、学習意欲はあるものの保護者による送迎の困難さ
から市の教育支援センターを利用できないという課題があった。 令和 7 年度より地域こどもの生活
支援強化事業を居場所団体に委託し、居場所から教育支援センターへの送迎支援を開始した。

•	�利用人数の少なさが懸念されたが、市職員が居場所団体や市内の小・中学校に出向き、支援を必要
とするこどもの存在を庁内で説明し理解を得て事業化に至った。

事業内容 •	�居場所団体からの相談窓口は、事業に関しては子育て支援課、相談業務に関してはこども家庭セン
ター（以下、センターという）である。職員は両部署を兼務し、市と団体の間で月 1 回以上のコミュ
ニケーションが図られている。

経緯・背景 •	�平成 22 年に共生型デイサービスとして活動を開始した後、保護者からのニーズを受けてフリース
クール、学童のサービスも開始した。

•	�能登半島地震発生後、こどもが安心して過ごせる居場所の必要性をより強く認識し、令和 7 年 4 月
より日本財団の助成「子ども第三の居場所」、同年 6 月より地域こどもの生活支援強化事業を活用し
ている。

事業内容 •	�フリースクール、学童、こども食堂を同一の拠点で実施しているため、フリースクールに来たこど
もとこども食堂に来たこどもが互いに交流するなど関わり合って過ごしている。

•	�市の教育支援センターへの送迎が可能と周知したところ利用希望のこどもが増えた。当初利用に抵
抗を示していたこどもも、スタッフの後押しで通い始め、楽しく学んでいる。

連携体制のイメージ 連携体制のイメージ

丸亀市
こども家庭センター

委託

丸亀市社会福祉協議会（事務局）
丸亀市こども食堂・ 

居場所づくりネットワーク

委託

ネットワーク
加盟団体市内のこどもの居場所

凡例

事業実施における
連携

事業実施における困
難に直面するこども
の把握・支援に関す
る連携

こども・家庭に対す
る直接的な支援

市内のこども食堂

こども・家庭

相談・
情報共有・
紹介

丸亀市こども食堂・居場所づくりネットワーク事業

丸亀市
つながりの
場づくり
支援事業

情報共有・
紹介 交流会開催

食料・物品配布
情報提供

相談相談支援

居場所支援・食支援・
学習支援・相談支援

相談支援

食支援

さぬきっずコムシアター

相談

運営上の相談

紹介

児童相談所 委託

第三の居場所ひなたぼっこ

市内のこどもの居場所

こども・家庭

地域こどもの
生活支援
強化事業ケース会議での

情報共有・相談

居場所支援・食支援・
学習支援

学習支援

七尾市
こども家庭センター

要対協

市内小中学校

警察

民生委員

七尾市
教育支援センター

相談・
情報共有・
紹介

相談・
情報共有

紹介

居場所利用者の
送迎

情報提供

交流

相談支援

凡例

事業実施における
連携

事業実施における困
難に直面するこども
の把握・支援に関す
る連携

こども・家庭に対す
る直接的な支援
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地域で支えるこどもの安心

事業マップで紹介した各事業のURL事業マップで紹介した各事業のURL

こどもの食支援マップこどもの食支援マップ
こども家庭庁　支援局 家庭福祉課

地域こどもの生活支援強化事業
（こども家庭庁支援局家庭福祉課）①

ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業
（こども家庭庁支援局家庭福祉課）②

児童育成支援拠点事業
（こども家庭庁成育局成育環境課）③

子どもの学習・生活支援事業
（厚生労働省社会・援護局地域福祉課　
 生活困窮者自立支援室）

④

支援対象児童等見守り強化事業
（こども家庭庁支援局虐待防止対策課）⑤

食品アクセス確保緊急支援事業
（農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課）⑥

食品アクセス確保対策事業
（農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課）⑦

政府備蓄米の無償交付【こども食堂等向け】
（農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室）⑧

事業名
（　）内は担当課 事業紹介の URL

https://www.cfa.go.jp/policies/
kodomonohinkon/seikatsushien

https://www.cfa.go.jp/policies/
hitori-oya/kodomo-syokuji-koubo

https://www.cfa.go.jp/policies/
kosodateshien/jido-kyoten

https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/
bunya/0000059425.html

https://kokasen.cfa.go.jp/support-
programs

https://www.maff.go.jp/j/syouan/
access/index.html

https://www.maff.go.jp/j/syouan/
access/index.html

https://www.maff.go.jp/j/seisan/
kokumotu/kodomo_bitiku_kouhu.
html
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